
県都まちなか再生ファンド

にぎわい広がる福井駅周辺エリアでご出店してみませんか？

県都まちなか再生ファンド運営委員会
事務局：まちづくり福井（株）
〒910-0006　福井市中央１丁目２-１ ハピリン３Ｆ
担当：小林・西山

TEL：0776-30-0330
FAX：0776-30-0505
E-mail：ftmoin@ftmo.co.jp
web：https://www.fukui-saiseifund.com

建物の改修 ・ 建替を、　　　　　    で支援補助金

制度概要説明会

3/25（火）
【１回目】13：30 ～ 15：00
【２回目】18：00 ～ 19：30

場所 FUKUMACHI BLOCK ６階会議室 
福井市中央１丁目３-５

対象 出店希望者・ビルオーナー・不動産事業者
金融機関など

定員 各回２０名程度

申込 右記ＱＲコードからお申込みください
※申込締切：令和７年３月２４日（月） ◀申込フォーム

令和４年６月から、老朽化・低未利用化が進む福井駅周辺の商業施設・店舗等について、建物の改修や
建替を支援することにより、持続的なまちなかの賑わいを創出することを目的とした「県都まちなか再
生ファンド事業」を実施しています。説明会では、本事業の進歩状況や制度内容について説明します。

参加費
無料

～　令和７年４月から リノベーション支援の加算メニューを改正！　～

支援メニュー

補助率 対象経費の３分の２

対象エリア

①リノベーション支援
②電車通り南側
③新栄
④観光誘客に資する洗練
　された店舗等整備支援
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中央３丁目
愛宕坂周辺
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④観光誘客に資する洗練された店舗等整備支援
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②電車通り南側
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①リノベーション支援

④観光誘客に資する洗練された店舗等整備支援

③新栄

②電車通り南側

① １階路面店における外観の改修（店舗看板・外壁・外構等の改修）
② ユニバーサルデザイン改修（インバウンド対応に関するものを含む）
③ 体験型サービスを導入する店舗等
④ まちのにぎわいに資する持続的な取組を行う店舗等

【改正メニュー】
※リノベーション支援に
おける加算メニューを改正


